
15 広報きゃんせ長浜　2006年４月 広報きゃんせ長浜　2006年４月 14

土
地
の
評
価
替
え

土
地
の
評
価
替
え
は
、
平
成
17
年

１
月
１
日
を
価
格
調
査
基
準
日
と
し

て
、
田
・
畑
・
宅
地
な
ど
、
す
べ
て

の
地
目
で
評
価
額
を
見
直
し
ま
し
た
。

今
回
の
評
価
替
え
は
、
３
年
ご
と

の
基
準
年
度
に
よ
る
も
の
で
す
が
、

平
成
９
年
度
以
降
は
近
年
の
地
価
下

落
に
対
応
す
る
た
め
、
宅
地
な
ど
は
、

毎
年
評
価
額
の
修
正
を
行
っ
て
い
ま

す
。宅

地
の
評
価
替
え
に
つ
い
て
は
、

ま
ず
価
格
調
査
基
準
日
の
地
価
公
示

相
当
額
の
７
割
を
め
ど
に
評
価
額
を

算
定
し
、
さ
ら
に
、
基
準
日
か
ら
平

成
17
年
７
月
１
日
ま
で
の
半
年
間
の

地
価
の
変
動
分
を
評
価
額
に
反
映
さ

せ
る
修
正
を
行
い
ま
し
た
。

こ
の
結
果
、
評
価
額
は
こ
れ
ま
で

下
落
傾
向
に
あ
り
ま
し
た
が
、
そ
の

下
げ
幅
は
縮
小
し
つ
つ
あ
り
、
一
部

地
域
で
は
、
見
直
し
に
よ
り
評
価
額

が
上
が
っ
て
い
る
所
も
あ
り
ま
す
。

家
屋
の
評
価
替
え

家
屋
の
評
価
替
え
に
つ
い
て
も
３

年
に
一
度
行
っ
て
い
ま
す
。
家
屋
の

評
価
額
は
、
評
価
対
象
の
家
屋
と
ま

っ
た
く
同
じ
も
の
を
新
築
す
る
と
し

た
場
合
に
か
か
る
建
築
費
を
計
算
し
、

そ
の
額
に
建
築
後
の
経
過
年
数
に
応

じ
て
家
屋
が
古
く
な
っ
た
分
の
補
正

を
か
け
て
求
め
て
い
ま
す
。

今
回
の
評
価
替
え
で
は
、
平
成
16

年
１
月
時
点
で
の
価
格
を
建
築
費
の

再
計
算
の
基
準
と
し
て
い
ま
す
が
、

近
年
、
建
築
資
材
価
格
な
ど
が
下
落

傾
向
に
あ
り
、
前
回
の
評
価
替
え

（
平
成
15
年
度
）
か
ら
３
年
が
経
過
し
、

減
価
な
ど
も
あ
る
こ
と
で
、
全
体
に

評
価
額
が
下
が
っ
て
い
ま
す
。

た
だ
し
、
建
築
後
25
年
以
上
経
過

し
て
い
る
よ
う
な
家
屋
は
、
評
価
額

が
下
が
ら
な
い
場
合
も
あ
り
ま
す
。

借
地
・
借
家
人
も
該
当
資
産

の
閲
覧
・
証
明
書
交
付
申
請

が
行
え
ま
す

課
税
台
帳
（
名
寄
せ
帳
）
の
閲
覧

ま
た
は
評
価
証
明
書
の
交
付
申
請
は
、

そ
の
資
産
の
所
有
者
の
ほ
か
、
借

地
・
借
家
人
も
、
そ
の
賃
借
の
対
象

と
な
る
資
産
に
つ
い
て
、
課
税
台
帳

の
閲
覧
・
評
価
証
明
書
の
交
付
申
請

が
で
き
ま
す
。

借
地
・
借
家
人
の
方
が
、
課
税
台

帳
の
閲
覧
ま
た
は
評
価
証
明
書
の
交

付
申
請
を
行
う
に
は
、
賃
借
人
で
あ

る
こ
と
が
証
明
で
き
る
も
の
（
貸
借

の
対
象
と
な
る
資
産
が
明
記
さ
れ
た

賃
貸
借
契
約
書
な
ど
）
の
提
示
が
必

要
で
す
。
事
前
に
準
備
く
だ
さ
い
。

路
線
価
図
・
標
準
宅
地
図
を
公
開

宅
地
評
価
の
基
礎
と
な
る
路
線
と

標
準
宅
地
の
位
置
を
示
し
た
図
面
お

よ
び
そ
の
単
価
は
、
年
間
を
通
し
て

閲
覧
で
き
ま
す
の
で
、
市
税
務
課
資

産
税
係
窓
口
で
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

き
ら
り
長
浜
市
民
債
と
は
、
市
債

の
購
入
を
通
じ
た
市
民
の
市
政
へ
の

参
画
を
目
的
に
、
全
国
的
な
広
が
り

を
み
せ
て
い
る
住
民
参
加
型
ミ
ニ
市

場
公
募
債
を
い
い
ま
す
。

長
浜
市
で
は
、
今
回
が
、
第
１
回

目
の
発
行
と
な
り
、
長
浜
南
小
学
校

の
改
築
に
活
用
し
ま
す
。
た
く
さ
ん

の
ご
応
募
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

◆
発
行
の
概
要

発
行
金
額

１
億
円

（
発
行
価
格：

100
円
に
つ
き
100
円
）

発
行
日

平
成
18
年
５
月
30
日
（
火
）

発
行
利
率

４
月
中
旬
に
決
定

（
発
行
時
の
国
債
利
回
り
等
を
参
考
）

償
還
方
法

５
年
満
期
一
括
償
還

償
還
日

平
成
23
年
５
月
30
日

利
払
方
法

年
２
回
（
11
月
・
５
月
）

取
扱
金
融
機
関

滋
賀
銀
行

購
入
対
象
者

①
市
内
在
住
・
在
勤
の
個
人

※
平
成
18
年
３
月
31
日
時
点
の
成

年
者

②
市
内
に
営
業
所
が
あ
る
法
人

購
入
額

購
入
限
度
額
200
万
円

購
入
単
位
　
１
万
円

申
込
期
間

４
月
14
日（
金
）〜
21
日（
金
）

※
当
日
消
印
有
効

応
募
方
法

往
復
は
が
き
に
、
住
所
、

氏
名
（
法
人
名
）、
電
話

番
号
、
年
齢
（
個
人
の

場
合
・
平
成
18
年
３
月

31
日
時
点
）、
購
入
希
望

価
格
、
勤
務
先
（
市
外

の
方
）
を
記
入
し
、
市

財
政
課
に
郵
送

く
わ
し
く
は
、
市
内
の
公
共
施
設

な
ど
で
配
布
す
る
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
ま

た
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
。

課
税
明
細
書
・
納
税
通
知
書
の

発
送
は
旧
市
町
単
位
で

固
定
資
産
税
賦
課
基
準
日
が
市
町
合

併
前
の
１
月
１
日
と
な
る
た
め
、
平
成

18
年
度
の
「
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画

税
納
税
通
知
書
兼
課
税
明
細
書
」
は
旧

市
町
単
位
で
作
成
し
ま
す
。
こ
の
た
め
、

旧
市
町
区
域
に
ま
た
が
っ
て
資
産
を
お

持
ち
の
方
は
、
別
々
に
納
税
通
知
書
な

ど
が
送
付
さ
れ
ま
す
。

固
定
資
産
税
・
評
価
替
え
の
お
問

い
合
せ
は
、
市
税
務
課
資
産
税
係

《
市
役
所
本
館
１
階
》
（
1.

65
６
５

２
３
）
へ
。

お
申
込
み
は
、
〒
５
２
６
│
８
５

０
１
（
住
所
不
要
）
長
浜
市
財
政
課

（
1.

65
６
５
０
６
）
へ
。
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長浜南小学校の完成予想図

税制が変わります
―土地の税負担の調整措置―

固定資産税の算出には、土地や家屋の評価額

のほかに税額算定のもとになる課税標準額があ

り、税額はこの課税標準額に税率をかけて算出

しています。

このうち、土地については、これまで前年度

課税標準額の今年度評価額に対する割合（負担

水準）に応じて税負担がなだらかに上昇するよ

うに、逆に税の負担水準が高い土地は、引き下

げまたは据え置いて、税負担の均衡化を図って

きました。

しかし、こうした負担調整措置では、水準を

合わすのに30年以上の期間が必要となるため、

本年の評価替え年を基準に税制改正が行われ、

負担水準の均

衡化がより促

進されること

になります。

そのため、負

担水準の低い

土地は、平成

17年度課税標

準額に平成18

年度評価額の

５％が上乗せ

され、税負担

が増えること

があります。
0

〔A〕が評価額×20％を下回る場合は20％下限 
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60
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100
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〔A〕が評価額×60％を上回る場合は60％上限 

前年度課税標準額+評価額×5％＝〔A〕 

税負担引下げ 
（評価額×70％） 

税 負 担 据 置 

固定資産税評価額 

H18～H20

商業地（非住宅用地） 
※住宅用地についても 
　同様の制度となります。 

負
担
水
準 

今年は、固定資産（土地・家屋）の評価額を３年に一度見直す評価替えの年にあたります。
このため、市内全域のすべての土地・家屋の評価額を見直しました。
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